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経済連畜産だより 
 

畜産・園芸を主体に新経済連発足す 

―経済連発足に当って 旧経済連・園芸連・畜産連合併― 

 

 

県経済連、県園芸連及び県総合畜産連は昭和 40年４

月１日に合併し、岡山県経済農業協同組合連合会と

して発足しました。 

 その合併記念式は４月１日午前 11時より、県農業

会館５階大講堂で行なわれ、名実ともに堂々とその

第一歩を踏み出しました。 

 当日は加藤県知事や藤田中四国農政局長等の来賓

者の出席を得て、また県下各農協組合長の出席を頂

き、新経済連難波会長の挨拶、三宅常務理事の経過

報告、そして新経済連発足にご尽力頂いた旧三連合

会の役員の方々への加藤県知事からの感謝状贈呈、

藤田局長の祝辞などがあり、盛会裡に記念式の幕を

閉じました。 

この合併によって、質本的にもまた機能的にも大

きくなり、市町村段階では考えられない大型加工施

設の所有が可能になりました。 
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 今後の経済連の事業は、米麦雑穀、果実、ソ菜、

畜産物など農畜産物の販売、農業経営に必要な肥料、

農薬、農業機械などの生産資材及び生活資材の購買、

団体旅行のお世話まで巾広くなりました。 

 岡山県におきましては、経済・園芸・畜産の三事

業連の合併を行ない、この４月１日から新しく岡山

県経済農業協同組合連合会（＝略称・岡山県経済連）

として発足しました。 

 従来の農業は国の基盤ということにおいて、全て

がまかなわれてきたのでありますが、戦後におきま

しては工業部門が急速に発展して、農業は次第にと

り残された形になってきています。この為、我々農

業者としましては、まず農業の安定をはかり、他部

門との所得格差を少なくするよう努めることが最大

の任務であると確信しています。 

 ことに近年は町村合併が行なわれ、農協において

も一行政区画に一農協という構想にそって合併が行

なわれ、大型農協に生れ変っています。 

 このように市町村段階の農協の組織が強化改革さ

れてきていますので、県段階におきましても運営に

おける統一機能の確立事業における分業機能の強化、

経営における経済合理性の追求をねらいとして、県

段階の組織整備が進められて参りここに三連合会が

まず合併したわけであります。 

 不肖、私が本会の会長に指名され、お世話させて

頂くことになりました。 

 考えますと何としても今後の農業は畜産・園芸部

門を主体として伸びなければならないと思います。 

 私はとにかく県下の皆様方農家の要望にこたえ、

その意にそって一生懸命頑張りたいと考えておる次

第であります。 

 

 

業務機構と畜産 二部四課で機能発揮 

 経済連の概要は次の通りであります。 

 会員数 県下 178組合 

 出資金 320,120千円 

事業内容（14項） 

１、農協・農家の事業若しくは生活に必要な物資の供給 

２、農協・農家の生産する物資の運搬、加工、貯蔵及び販売 

３、農協・農家の事業若しくは生活に必要な共同利用施設の設置 

４、農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設 

５、農業の目的に供される土地の造成、改良及び管理、又は農業用施設の設置及び管理 

６、農村工業に関する施設 

７、農家の農業に関する技術及び経営の向上を図るための調査研究、教育及び指導、又は農村の生活及び文化

の改善に関する施設 

８、家畜の診療及び衛生に関する施設 

９、農業倉庫業法による連合農業倉庫事業 

10、道路運送法による自動車運送事業 

11、通運事業法による通運事業 

12、家畜取引法による家畜市場の開設、運営 

13、農家の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 

以上の事業に伴なう、第一年度の計画は次の通りであります。 

 販売事業 1,758千万円 

 園芸事業 460千万円 
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 畜産事業 842千万円 

 購買事業 557千万円 

 合計 3,617千万円 

 

役職員（畜産関係） 

会長理事 難波 徹 

副会長理事  土井 武良 

常務理事  三宅 忠雄 

〃 〃   横田 隆 

参事   森島二志夫 

畜産担当参事  木村 由友 

畜産第一部長  日笠 勤一 

畜産第二部長  今井 寛 

畜産指導課長  松葉 重夫 

肉畜課長  安東 秀豊 

養鶏課長  渡辺 昇 

飼料課長  安田 俊夫 

 職員総数 407人 

 

畜産を二部四課に 

 従来、旧経済連では養鶏が中心であり、一方旧畜産連では肉牛、豚が中心でありました。ところが合併後は

畜産担当を二部四課にして、専門的に機能が充分発揮できるような機構になりました。 

肉畜課―肉畜の生産流通及び肉用素畜預託事業 

畜産指導課―家畜の改良、増殖登録、団地造成、流通指導等の事業 

養鶏課―鶏卵の集荷販売、ひなの供給、畜産資材の供給 

飼料課―養鶏、牛、豚用飼料の供給 

 


